
沖縄県における消費者行政の
歴史

沖縄県子ども生活福祉部

消費・くらし安全課長兼消費生活センター室長

奥間 政
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本日の内容
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１．行政組織

沿革

２．施設、体制
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沖縄県での主な悪質商法、トラブル事例

１． ＳＦ商法（はいはい学校）
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10平成元年６月２６日発行 消費生活ニュースNO.69記事とＳＦ商法の苦情相談件数推移
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沖縄県での主な悪質商法、トラブル事例

２．サラ金・フリーローン、ヤミ金、多重債務
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沖縄県での主な悪質商法、トラブル事例

３．若者の間に起こった名義貸し事件

被害人数：650人以上

被害金額：４億円以上

※新聞報道より
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消費者保護、権利推進に取り組んできた
方々（消費者支援功労者表彰者）
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○内閣府特命担当大臣表彰 ○ベスト消費者サポーター賞



消費生活を取り巻く現状と課題、主な施策の方向性

〈取り組むべき主な施策〉

１．高齢者等の消費者被害の防止と消費者教育の推進

○見守りネットワークの設置
・地域全体で支援を必要とする人を日常的に
見守るネットワークの設置。

・市町村の見守りネットワークの構築の促進、支援
・地域における見守りの担い手の育成
○消費者教育講座の実施
・契約に関する知識や消費者トラブル事例、金銭・金融教育等の
消費者教育講座の実施

２．成年年齢の引き下げに対する消費者被害の防止と
若年者への消費者教育の一層の推進

〈現状と課題〉
○成年年齢引き下げ（令和４年４月20歳→18歳）
・未成年取消権による法的保護の対象外になる。
・SNSをきっかけとする消費生活相談件数も増加
・契約の知識や社会経験が乏しく、成年年齢引下げを
契機に、消費者トラブルが増加していく懸念がある。

○学校等と連携した実践的な消費者教育
・学習指導要領に基づく消費者教育の授業を実施し、
成人として身につけておくべき消費者知識を習得させる。

・教育庁と県消費生活センターが連携し、教員向け消費者教育講座
の研修機会の確保・充実を図る

○金銭・金融教育に関する消費者啓発事業の実施
・契約に関する知識等将来の消費生活の安定につながる講座を実施

〈取り組むべき主な施策〉

〈現状と課題〉
○高齢化の進行と高齢者世帯の増加
・在宅時にトラブルに巻き込まれた時に、家族や周囲の目が届
かない、誰かに相談することができない等の可能性が高まる。

・相談できる人がいないことで更なる被害の増加や深刻化を招
く恐れがある。

３．インターネット利用に関する被害の防止と消費者教育
の推進

○スマートフォンの普及等による電子商取引の急速
な拡大
・インターネット利用に関する消費者トラブルが
世代を問わず増加

○キャッシュレス決済の普及
・カード情報の漏洩やプリペイド詐欺の支払い手段
として悪用される事例が発生している。
○本県の消費生活相談
・電子商取引を含む通信販売に関する相談が最も多い

○犯罪の取締や安心して利用できる環境の整備
・サイバー犯罪の取締強化やフィルタリングの普及促進
○学校における消費者教育の推進
・消費者教育の授業の実施や教員向けに教育情報化推進講座を実施
○情報教育の推進
・セキュリティのリスクを自ら管理・配慮することの意識を持つこ
とや、情報リテラシー向上ため、講座や広報啓発を実施する。

〈現状と課題〉

〈取り組むべき主な施策〉

４．持続可能な社会の実現に向けた消費行動と事業活動の推進

○消費者と事業者が協働してSDGsの12番目の目標
「つくる責任つかう責任」に取り組む

・消費者は自らの行動が今後の経済社会や地球環境に影響
を及ぼし得ることを自覚し、持続可能な社会の形成に積
極的に参画することが必要。

・事業者は消費者を重視した事業活動と同時に、環境保全や社会貢献
に関して積極的に活動することが求められている。

〈現状と課題〉

〈取り組むべき主な施策〉
○食品ロス削減の推進
○環境に配慮した消費行動の推進
○エシカル消費、地産地消の推進、県産品の推奨
○消費者志向経営（サステナブル経営）の推進
○公益通報者保護制度を活用したコンプライアンス確保の推進



課題

○ 消費生活センターの課題

・相談対応の

・消費生活相談員のなり手不足が徐々に顕在化してきている。

○ 消費生活センターの課題は、消費者行政の推進にも関わる問題
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令和４年４月日発行 くらしの情報誌がじまる４０１号



ご清聴ありがとうございました。
いっぺー、にふぇーでーびたん。
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